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遠方個別避難における「被災」、「避難」、「生活再建」の構造

田　代　英　美＊

要旨　本稿で考察の対象とするのは、東日本大震災・原発事故により生じた遠方個別避難である。

環境社会学の重要な成果である被害構造論をベースに、遠方個別避難における「被災」、「避難」、

「生活再建」の相互関係を分析した。資料は、福岡県と宮崎県での避難者・支援者に対するイン

タビュー調査で得たものをベースとしている。

　これまで被害構造論が明らかにしてきた被害の拡大と潜在化が、遠方個別避難においても進ん

でいる。さらに、原発再稼働の政治的方向とも絡んで「加害－被害」よりも「災害－被災」とい

う図式が流布し、放射能汚染への不安は心理的な反応と見なされる傾向が強まった結果「被災な

き避難」という捉え方さえ現れている。加害視点の希薄化により、生活再建は避難した個人の責

任に帰される危うさが観察された。

　遠方個別避難の研究から、被害構造論とは異なる視点からの分析の必要性を指摘することがで

きる。リスク回避と地域移動の視点を分析に導入することにより、リスク回避→地域移動→新た

な生活像の模索→異質性の受容→新たなコミュニティの形成という過程を展望することができる。

キーワード　東日本大震災・原発事故　遠方個別避難　被害構造　生活再建

１．東日本大震災・原発事故に関する社会学

の調査研究の論点

　東日本大震災・福島第一原子力発電所の事故

（以下、「大震災・原発事故」と略記）から３年

半を経過し、早くも風化や潜在化が語られてい

る。直接の被災地ではない九州などでは、その

傾向はより強いようだ。しかし、復興庁が公表

したデータでも（2014年９月30日現在）約24

万３千人が全国47都道府県、1,151市区町村に

避難して住んでいる。最も人数が多いのは福島

県で78,577人、次いで宮城県77,836人、最も少

ないのは徳島県で66人である。自県外に避難等

している人は、福島県から46,645人、宮城県か

ら6,925人、岩手県から1,451人となっている。

県内の避難者も、自県外への避難者も福島県が

最も多い。なお、復興庁が把握している避難者

数が最も多かった時期は2012年６月、346,987
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人である。現在は、その時から約10万人減って

いることになる。

ここには、「被災」と「避難」という忘れら

れない事実、「復興」と「生活再建」という目

の前の課題がある。本稿では「遠方個別避難」

における「被災」と「避難」および「生活再建」

の関連と問題性を分析する。

　大震災・原発事故に関して、社会学の領域でも

多くの調査研究が行われている。この複合過酷災

害（堀川 2012）による被害とその影響は極めて

大きく、関係する地理的範域も広大であることか

ら、テーマも研究手法や対象もさまざまである。

社会学の分野に限ってもすでに相当な数の調査

研究が蓄積されている。領域としては地域、環境、

情報が多いと言える。地域社会を研究対象として

きたものにとっては、大震災・原発事故に関する

研究と地域社会に関する研究とがどのように交差

し、どのような論点が提起されているのかを押さ

えておく必要がある。しかし、関連する研究のす

べてをフォローするのは不可能であるから、ここ

では環境社会学、地域社会学、都市社会学の専

門学会誌における特集を取り上げて、論点を整理

するひとつの手がかりとしたい。2012年以降に発

行された各学会誌における特集のテーマは次の

ようになっている。

『環境社会学研究』

・環境社会学にとって「被害」とは何か（第18

号、2012年11月）

・複合過酷災害への応答――加害・被害の観点

から（第19号、2013年11月）

『地域社会学年報』

・リスケーリング下の国家と地域社会（第24集、

2012年５月）

・リスケーリング論とその日本的文脈（第25集、

2013年５月）

・東日本大震災：復興の課題と地域社会学（第

26集、2014年５月）

『日本都市社会学会年報』

・都市社会学は「貧困」にどう向き合うか（第

30号、2012年９月）

・都市社会学――軌跡と展望（第31号、2013年

９月）

・都市のイデアとその展開（第32号、2014年９

月）

　特集のテーマで見ると、環境社会学では「被

害」が大きな焦点となっている。大震災・原発

事故の複合過酷災害に対して環境社会学はどの

ような問いを立てるのか（立て得るのか）、こ

の複合過酷災害の解明にどのような寄与がで

きるのかという問題に、『環境社会学研究』第

18号の「特集のことば」は「環境社会学会と

してむしろ正面から積極的に取り組んでいくべ

きであり、独自の貢献を果たしていくにあたっ

ては、「被害」を切り口にアプローチしていこ

うということで一致した」と述べている（浜本 

2012: 4）。次の第19号の「特集のことば」では

「環境社会学の研究蓄積の１つである「被害（被

害論）」をあらためて問いなおした前号の成果

を土台にしながら、今号では、上述の問題意識

をさらに深化させるべきとの編集方針から、震

災や原発事故といった「複合過酷災害」を対象

に、「被害」に加えて「加害（原因）」に焦点

を当て、この問題への応答を試みることにし

た」と、その意図を説明している（帯谷・土屋 

2013: 3）。確かに、被害構造論は環境社会学の

重要な成果であり、今回の複合過酷災害におい

て、「被害把握こそがもっとも急がれるべき課

題である」、「被害を矮小化しようとしたり、そ
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もそも被害などないのだとする動きが出てきて

いるなか、あらためてわれわれ環境社会学者が

積み重ねてきた被害の実際を語る方法とその成

果を示すことが必要である」、「いまだ明らかに

されていない被害を明らかにし、語られていな

い被害を語るためにも、あらためて被害につい

て再考することが求められている」などの指摘

は納得できるものである（堀川 2012：５）。

　地域社会学会では2013年度大会で「避難から

帰村／移住へ――原発事故と津波による被災か

らの復興の思想と現実」をテーマにシンポジウ

ムを行っている。ここでの焦点は「復興」であ

る。「復興に向けた制度的革新が不十分」であ

り、「従来型のハード整備優先の「復興」がな

し崩し的に進んでいることが地域になにをもた

らすか」を明らかにし、「地震・津波と原発事

故を問わず、被災現場に「分断化」としてしか

捉えられない状況から復興のあり方を批判的に

捉える認識を高め、「復興のまちづくりはどう

あるべきか」を論じることが課題とされている

（黒田 2014：5-8）。このシンポジウムをもとに

組まれたのが第26集の特集である。

　一方、都市社会学会は学会誌で特集を組んで

いない。もちろん、都市社会学会に大震災・原

発事故が何の影響も与えなかったわけではない。

学会誌には関連する論文が掲載されているし、

2014年大会のテーマ部会では「東日本大震災と

都市社会学」が組まれた。しかしながら、都市

社会学会として、大震災・原発事故あるいは複

合過酷災害に対してどのような論点で調査研究

に臨むのか、整理し切れていないと言うべきで

あろう。大震災・原発事故に関する論考ではな

いが、第31号の「特集解題」は次の文章で締め

括られている。「東日本大震災を機に、我々の

多くはそれまで覆い隠されてきた中央・地方関

係の問題性に気づくこととなった。今後は、こ

の問いに答えていくことが都市社会学会におい

て求められている重要な課題のひとつであると

考える」（浅川 2013：３）。また、「都市社会学

の30年」を「潜在的な「アイデンティティ危機」

のなかでの模索」と総括する見方もある（町村 

2013）。「「都市的なるもの」が社会全域を覆い尽

くしていくとするならば、社会学＝都市社会学

になってしまう。では、はたして固有の分野と

しての「都市社会学」は何を対象とすればよい

のか」（町村 2013: 11）である。この問いに対し

て、グローバル、リージョナル、ローカル等の

都市付置とそのなかでの都市の役割、さらに都

市の内部構造への影響などのテーマが挙げられ

ている（町村 2013: 15-9）が、現段階では、学

会として共有されている見解があるわけではな

く、大震災・原発事故に対する都市社会学的研

究の焦点が整理されていると言うのは難しい。

この状況に対して、都市社会学としての課題を

提出するのが、本稿のもう一つの目的である。

大震災・原発事故に関する調査研究の重要な視

点として、都市社会学が当初から追求してきた

「移動」と「異質性の受容」あるいは「多文化共

生」というテーマがあることを示したい。

２．地域復興と生活再建

　本稿で考察する対象は遠方個別避難である。

大震災・原発事故は、災害を引き起こした直接

の原因が地震、津波、原発事故、その複合とさ

まざまであり、被災地も広範囲で多様な地域を

含んでいることから、避難のパターンも実にさ

まざまである。避難の分類の基準を被災時の居

住地域と避難先の地理的距離に置けば、「隣接

地域内避難」（被災時に居住していた県内およ
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びその隣接県への避難）と「遠方避難」（それ

以外の地域への避難）に分けることができる。

また、避難するときに誰と行動したかを基準と

すれば、「集団避難」（同じ地域の住民がまとまっ

て避難行動）と「個別避難」（個人や家族単位で

の避難行動）とに分けられる（田代 2013：64）。

災害発生直後に福島県双葉町民が埼玉県さいた

まスーパーアリーナに避難したケース、福島県

南相馬市民がバスで新潟県に避難したケースな

どが集団避難である。他方、個人や友人同士、

家族全員や家族の一部、数家族で助け合って被

災地から移動したケースは個別避難である。

本災害における被災の多様さは被災地の多様

さと関係する。さまざまな被災地でさまざまな

被害を経験した人々が、被災地の近くだけでな

く、被災地を遠く離れた地域に避難先を求めて

移動行動を起こしたことが、大震災・原発事故

の大きな特徴であると言える。

遠方避難そのものはこれまでなかったわけで

はない。たとえば、北海道新十津川町は1889年に

奈良県十津川村で洪水被害に遭った人々が集団

で入植し開いたところである。近年では伊豆諸島

三宅島の火山噴火に際して、全島民が４年半に及

ぶ島外避難を余儀なくされている（2000年９月～

2005年２月）（田中・サーベイリサーチセンター

編 2009）。1995年１月の阪神・淡路大震災でも遠

方避難を選択した人がいる。しかし、どの災害に

おいてもこれほど多くの人が、集団避難だけでな

く個人や家族などの判断で、全国47都道府県に避

難先を求めた例はない。遠方個別避難へと人々を

促すもう一つの要因は時間である。被災から復興

までにかなりの年数を要する地域、あるいは原発

事故の影響で帰還の見込みがたたない地域があ

れば、それらの地域からの避難は長期化する。長

期にわたる遠方個別避難そのものが、この複合過

酷災害の広がりと深刻さを示しているのである。

被災地復興という課題の重要さは言うまでもない

が、遠方個別避難を選択した人々のその後もま

た、今回の大震災・原発事故の解明に欠くことが

できない重要なテーマである。

遠方個別避難と隣接地域内避難との最大の違

いは、生活再建と地域復興が重なっているかどう

かである。被災地復興の方向は被害の甚大さと多

様さを反映して単純ではなく、復興に関わる住民

（将来に居住が予定される住民を含む）の合意形

成も時間がかかる場合がある。隣接地域内避難

では、被災地復興は個人の生活再建と直接的に

関係しており、切り離して議論することはできな

い。他方、遠方個別避難を選択した人にとっても

被災地復興はもちろん無関係ではない。復興住宅

が完成したら帰還したいと語る人、元の居住地の

情報を常に注視してできれば帰ろうと思っている

人がいる（田代 2013：73）。個人の生活再建の見

通しに影響を及ぼしていることは確実である。と

はいえ、現時点では被災地から遠く離れた地域に

住んでいるために、被災地復興とは文字通り距離

を置いて個人の生活再建を考えることが可能であ

る。被災地の復興、あるいはその遅れがマスコミ

の報道等でも注目される中、遠方個別避難を選択

した人たちが個人の生活再建を被災地復興の行

方に直接的に左右されずに考えられることは、個

人にとってはプラスかもしれない。ただ、心配さ

れるのは、被災地の地域復興と生活再建に関する

議論から遠方個別避難における生活再建の問題

が切り離され、取り残されていることである。こ

こでも「被災」を巡る複雑さが見えてくる。特に

環境社会学で研究が重ねられてきた「被害」の

構造とは何かを、遠方個別避難に即して改めて考

察する必要がある。
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３．遠方個別避難の福岡県・宮崎県における

現状

　遠方個別避難は全国の全都道府県に広がって

いるが、ここでは、筆者が避難者や支援者を対

象にインタビュー調査を行ってきた福岡県と宮

崎県を取り上げて、遠方個別避難の現状と特徴

を述べる１）。

　復興庁のデータでは福岡県への避難者数は、

2011年10月以降700人台、宮崎県への避難者数

は2011年９月以降200人台である。2014年９月

30日現在、福岡県への避難者は705人、宮崎県

への避難者は232人である。福岡県・宮崎県に

被災者が集団避難で移動してきた例はこれまで

なく、すべてが遠方個別避難と考えられる。

　避難者や支援者からの聞き取りでは２）、福岡

県や宮崎県を避難先として選ぶ理由は何と言っ

ても原発事故、放射能汚染を避けるためであ

る。地震や津波による被災が原因で、福岡県や

宮崎県に親戚がいるなどの理由でここに来た

人もいる。しかし、その数は多くはない。それ

よりも目立つのは放射能汚染に対する不安であ

る。就学前や就学期の子どものいる家族、子ど

もと母親が父親を元の居住地に残してきたケー

スが少なからず見られることや、岩手県・宮城

県からの避難が少なく関東地方からが多いこと

も、放射能汚染に対する不安と関係しているだ

ろう。福島県などからの「保養」、つまり一時

的避難も少数であるが続いている。さらに、避

難して同じ地域に留まり続けるケースだけでな

く、元の居住地に帰るケースもあり、避難先か

ら元の居住地ではなく別の地域に移動するケー

ス（福岡県から京都府へ、熊本県から福岡県へ、

など）もある。このように、避難にはさまざま

なパターンがあり、同じ人でも時期により異

なるパターンの避難を選択することがある。ま

た、子どもに対する放射能の影響が心配で関東

地方からやってきた人たちのなかでも、自らを

避難者と言いたくない人もいれば、周囲から避

難者と言われたくない人もいる。したがって、

避難者の正確な人数の把握は難しい。復興庁発

表の人数は避難者本人の申告に基づくものであ

り、申告しない人は人数に入ってこない。避難

者の実際の人数は、復興庁発表より多いと推測

される。ここでは、本人や周囲の人の認識にか

かわらず、避難の時期にかかわらず、また、避

難先で避難者として申告しているかどうかにか

かわらず、大震災・原発事故を直接のきっかけ

として、その影響をさけるために、元の居住地

から移動した場合を避難と考えておく。

　避難者同士で何らかの交流の機会を持ちたい

と思っている人、受け入れ先の地域で支援活動

を行っているグループ等へのインタビューで、

現在感じている問題を尋ねるとほぼ共通に挙

がってくるのは次の３点である３）。

まず、避難者の全体像の把握が難しいことで

ある。必要なときにサポートし合える関係を

持ちたいと思っても、どこにどれだけの避難

者がいるのかがそもそも分からない。グループ

が開設しているサイトにアクセスしてくる人や

友人・知人を辿って情報を得ているが、どれだ

けの人が福岡県・宮崎県や県内市町村に避難し

てきたのか、現在も居住している人はどのくら

いか、どれくらいの人が帰還したり別の地域に

移っているのかなど、全体の動きは見えてこな

い。そこで、活動している人たちが懸念してい

るのが、支援が必要な人が声を上げられていな

いのではないか、社会的に孤立した状態にある

人がいるのではないか、孤立して生活再建への

手がかりを見いだせないまま悩んでいる人がい
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るのではないかということである。これが第２

の問題である。

第３は、当事者同士あるいは支援者を含めた活

動の難しさである。避難者はそれぞれの被災経験

をもっている。被災の種類と程度、避難の状況や

時期、被災時まで住んでいた地域の状況がそれ

ぞれに異なっているため、被災や避難に関する感

じ方は必ずしも共通ではない。さらに大きな影響

を与えているのが原発事故や放射能汚染に対す

る考え方、感じ方である。放射能汚染が健康にど

のように作用するのか、子どもと大人では影響の

現れがどのように違うのか、数十年後に影響が現

れることはないのか、危険な影響を避けるにはど

うすればよいのか、確かな指針は作られていない

のが現状であり、他方、放射性汚染物質の処理は

なかなか進まず、福島第一原子力発電所の放射

能汚染水の流出やホットスポットの出現などは続

いている。幼い子どもを持つ母親などの間では不

安が払拭されず、政府や周囲から大丈夫だと言わ

れるほど心配が膨らむ場合がある。避難者の中に

は、放射能汚染の影響に関する考え方が家族内で

一致せず、母子だけで避難してきたケースも少な

くない。避難者同士の活動を行う際にも、支援活

動を行う際にも、原発事故や放射能汚染への不安

にどのように向き合うかは大きな課題となってい

る。それぞれ考え方が異なるために、まとまった

活動ができにくい状況があるという。グループメ

ンバーの大部分が関東地方からの避難者である

場合は、福島県や福島県出身者への遠慮から、活

動が思うように進まない事態となることもある。

また、反原発団体や運動との関係が問われること

もあり、その対応を巡ってグループが割れること

さえある。

家族内での意見や感情の対立、家族の分離、

支援者相互の認識の違いと活動の困難、こうし

たもつれは公害研究のなかでも報告されてきた

「被害」の一局面である。家族内の葛藤は、避

難者の家族だけでなく、被災地で暮らしている

家族においても見られるとの指摘がある４）。福

岡県・宮崎県の避難者当事者グループや支援者

グループのなかで、上記問題に上手く対応し

て活動を進めている例もある（田代 2014）が、

相互のネットワーク化や孤立している避難者の

掘り起こしには苦労しているのが現状である。

４．遠方個別避難における「被災」の構造

　避難者や支援者が感じている上記のような問

題は、「被災」の構造に根ざしたものである。

　ひとつには、遠方個別避難者の元の居住地の

多様さが関係している。大震災・原発事故は極

めて広範な地域を巻き込んで発生した。被災の

程度からみると最も大きかったのは岩手県・宮

城県・福島県の３県であり、現在一般に「被災

地」と言われるのはこの３県である。もっと

も、災害発生当時に被災したのはこの３県だけ

でなく、東京都でも建物の天井落下により死傷

者が出ているし、交通は大混乱して帰宅困難者

は膨大な数に上った。千葉県や茨城県では液状

化現象が発生している。原発事故による放射能

汚染は福島県だけでなく、栃木県、群馬県、東

京都、茨城県などにも及び、土や水や作物の汚

染が報道された。現在から振り返ると、災害当

時は「被災地」は広かったのである。３年半後、

原発事故への政府・東電の対応も関係して、「被

災地」は縮小しているように見える。つまり、

「被災地」は、どこが被災地であるのか、とい

うより、どこが被災地と見なされる
4 4 4 4 4

かという認

知の問題になっているのである。家屋倒壊やイ

ンフラ破壊などの目に見えるものや放射線量な
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どの数値だけでなく、政府の対策やマスコミの

報道などが関係して、「被災地」という認知が

かたちづくられていく。その結果、遠方個別

避難者の元の居住地は３種――①被災地（岩手

県、宮城県、福島県）、②災害発生後しばらく

は被災地、③被災地とは一般に思われていない

地域――に分けられることになる。

　「被災地」の種類に対応して、遠方個別「避難」

には、Ⓐ被災しての避難（＝①からの避難＋部分

的に②からの避難）とⒷ「被災なき避難」と見ら

れかねない避難（＝③からの避難＋部分的に②か

らの避難）とが含まれることになる。「避難」は「被

災」に対する認知と関連しているのである。もち

ろんⒶとⒷは判然と区別されるのではなく関連し

つつ現れるのであるが、Ⓑが広く出現するのが大

震災・原発事故の特徴のひとつであり、遠方個別

避難の特徴となってくるのである。

　「被災なき避難」と見られかねない避難、そ

れも遠方への避難は、なぜ生じるのか。避難者

へのインタビューからは、ホットスポットなど

放射線量が高い場所が確かに存在することへの

対応と原発被害への不安が大きいと言える。た

とえば、上記③の地域であっても、自宅の庭の

側溝を測ったところかなり高い放射線量の値が

出て、家族も避難の必要を納得したケースがあ

る５）。ただ、このように根拠となるような数値

や身体の症状をもとに避難を選択する人は多く

はない。しばしば聞かれるのは現在よりも将来

にわたる不安である。その不安には政府や行政

に対する不信が重なっている６）。「直ちに健康被

害があるわけではない（ようだ）。しかし、海や

川や水が、山や木や土や生物が、食物が、放射

能で汚染されているのは事実らしい。それが人

の身体にどのような被害を与えるのか、分から

ない。今後長期にわたって被害が続くのかどう

かも、分からない。これまでの対応から、国や

行政がいくら大丈夫だと言っても信じられない。

誰も本当のことを教えてくれないので、自分で

子どもを守るしかない」「食べ物の一つ一つが放

射能に汚染されていないかと心配し、子どもを

外で遊ばせることができない生活は嫌だ」「子ど

もが大きくなったときに健康被害が出ることに

なったら、申し訳ない」――こうした不安は、

本人にとっては目の前の、毎日の問題だ。子ど

ものことを気遣う母親には毎食毎食が頭の痛い

大問題である。しかし、それを気にしない人か

らは個人の心理的反応、場合によっては過剰な

反応と見なされてしまう。「客観的な」「被災」、

「客観的な」「被害」がないのに、心理的な過剰

反応によって避難したと見なされてしまうので

ある。「被災なき避難」は避難した本人にとって

はあり得ない認識であるが、今回は特に放射能

汚染に対する認識や感覚の違いが「被災なき避

難」というイメージを作り出すことにつながっ

ている。

　公害研究で明らかにされてきた「被害の構

造」が今回の災害でも現れている。「被害の構造」

のポイントは２つである。ひとつは、被害とは

生命や身体に対する被害だけでなく、家族を含

む人間関係や地域社会における関係、生活破壊

や差別等の多元的な要素を含むものであり、そ

れまでの生活を破壊するだけでなく将来の生活

設計を破壊するということである。もうひとつ、

「被害の構造」で明らかにされてきたのが、「被

害の潜在化」、すなわち、問題やリスクが周囲

から（意識的、無意識的に）認められなくなる

傾向が、政策の動向や地域社会や構成員の社会

経済的な位置関係によって生じうるということ

である。「被害の構造」が明らかにしてきた２種

の現象が遠方個別避難を取り巻いている。遠方
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個別避難を選択した人にとって、元の居住地か

らの移動は現実にある危険な状況、あるいは将

来に予想される危険な状況から逃れるために必

要な行動なのであるが、その危険を認めない人

や社会は避難行動を過剰反応と解釈するのであ

る。今回は、原発事故とその後のエネルギー政

策が絡んでいるために、「被害の潜在化」はさ

らに進んで「被災なき避難」というイメージが

現れているのである。「終わらない被災の時間」

（成・牛島・松谷 2013）がなかったことにされ

かねないのが、３年半後の現状である。「被災」

の捉え方にさまざまな考え方があること、避難

する人の捉え方と周囲の人との捉え方との間に

大きな溝があること、その溝に強く影響してい

るのが国・行政の対応であることは指摘してお

きたい。現在も立ち入りが制限されている地域

や明らかに放射線量の高いホットスポット、地

震や津波の被害から十分な復興ができていない

地域以外の地域から、放射能汚染に対する不安

を理由として遠方個別避難した人に対して、個

人の都合という見方が強まり、生活再建に支障

がでることが懸念される７）。公害における「被

害の構造」は、大震災・原発事故における「被災」

の構造において繰り返されている８）。

５．遠方個別避難における生活再建

　遠方個別避難を選択した人が周囲から孤立せ

ず生活を再建するためには、避難先の地域社会

の対応が重要な鍵である。避難先地域の受け入

れ状況は避難者の選択に大きな影響を与える。

今回の大震災・原発事故の発生に際しては、被

災地を除く全国の自治体が比較的早期に避難

者受け入れ体制を整えたと言える。2011年９

月から2012年１月にかけて福岡県で行った質

問紙調査では、福岡県や福岡市・田川市の受

け入れに対する評価は概ね良好であった（田代 

2013：68-69）。行政の対応は、避難者や避難を

考えている人への対応窓口の設置、住宅の提

供、就職先の斡旋、保育所や学校への円滑な受

け入れなどが代表的なものである。

しかし、災害発生から３年後の2014年の時点

では避難者対応を終了し、一般の住民と同様の

対応としているところが多くなっている。北九

州市では市役所、社会福祉協議会、NPO、商工

会議所、自治会などの幅広い連携により「『絆』

プロジェクト北九州」というワンパッケージの

支援体制が動いていたが、2013年３月末に終了

となった。このプロジェクトは行政と民間のさ

まざまな団体が協働して実施していることで、

注目度の高い事業であった。プロジェクトの終

了後も継続してケアが必要な場合は参加団体の

ひとつ、NPO法人が継続してサポートしている

とのことである（「絆」プロジェクト北九州伴走

型支援事務所 2013）。サポートが必要ではない

状態になっているのであれば良いが、関係者の

話ではすべての避難者が生活再建を果たしたわ

けではなく、また、新たに北九州市にやってく

る避難者もいる。今後サポートを希望する人に

とっては頼りになる窓口がなくなったのである。

ワンパッケージの窓口は何らかのかたちで必要

であると思われる。そうでなければ、避難者の

全体像はますます見えにくく、支援を必要とす

る人を把握することが難しくなってしまう。

避難先地域の受け入れについては行政や支援

団体だけでなく、自治会等の地域住民団体やイ

ンフォーマルな社会関係も重要な意味を持つ。

宮崎県の避難者支援ネットワーク「うみがめの

たまご」メンバーへのインタビュー調査では、

なぜ現住地を避難先に選んだのか、なぜそこに
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住み続けているのかという問いに対して「出身

地だから」や「以前住んでいたから」のほかにも、

「役場を訪ねたとき、親身に話を聞いてくれた」、

「地元の人が受け入れてくれた」などの答えが

返ってきた。「うみがめのたまご」は確かに地

元の人と良好な関係を築いているようで、メン

バーのなかに地元の人が何人も参加している。

ただ、地元の人もともに活動に参加してネット

ワークを作っている「うみがめのたまご」のよ

うな例は少ない。避難者にとって生活再建の過

程は、マイノリティになりがちな避難者と受け

入れ地域の人々が社会関係をつないで新たなコ

ミュニティを形成する過程である。避難を選択

した人々と受け入れ地域との関係を継続的に把

握することは、地域社会学の課題であろう。

生活再建に関連して、さらに、「リスク回避」

から「新たな生活の模索」へという視点を入れ

る必要があることを述べておきたい。遠方個別

避難を選択した人たちからしばしば聞かれるの

が、大震災・原発事故前の生活への疑問や否定、

あるいはこれまでとは異なる生活への希望や希

求である。放射能汚染への不安から逃れること

はもちろん、心のどこかで新たな生活を求めて

避難したようなケースもある。避難先で、それ

までの周囲への遠慮を取り払い、避難者同士の

交流活動を中心的に担い、それまでに味わった

ことのない幸せと充実感を覚えていると語る人

もいる。原発事故を生み出すような社会、常に

放射能汚染の影におびえなければならない社会

ではなく、ありのままの自然を感じ、お互いの

ゆるやかな繋がりで支え合う社会が望ましいと

思われているようだ。仲間と耕す畑、農産物の

加工、野菜や加工品の宅配、自然エネルギー、

家の外で伸び伸びと遊ぶ子ども等々の夢が語ら

れたりする（田代 2014：19）。

以前筆者は、災害をきっかけとして福岡市のよ

うな遠隔地が避難先として選択される誘因（避難

者にとってのプル要因）を５項目に整理した（田

代 2013：68-71）。実家や親戚や知人の存在、家

族の来歴や本人・家族の仕事が必ずしも地元密

着でないこと、行政の避難者受入体制、福岡市

のような避難先が持つ異質性の高さと生活の便利

さ、そして被災地からの遠さである。第４の要因

と関連して、避難してきた人において都市的な行

動様式が観察されること、その内実は居住に際し

て特定の地域を絶対視せず、移動に当たっても情

報収集能力を持つ “移動適応型の生活構造” であ

ると述べた。しかし現在は、これらとは別の要因、

「リスク回避」から「新たな生活スタイルへの願

い」を加える必要があると考えている。遠方個別

避難は放射能汚染への心理的反応というよりは

「リスク回避」であり、その生活再建は元の生活

への復帰というより新たな生活の模索だと考えら

れる９）。すなわち、“災害→被災→避難→生活再建”

だけでなく、“災害→リスク回避→避難→新たな

生活像の模索→生活再建” という図式が成り立つ

のではないだろうか。

この視点により、被災者の主体的な選択が被

害を超えていく可能性を考えることができるよ

うになり、被害構造論の問題点を修正して更な

る展開に寄与するものと考える。被害構造論の

問題点とは次のようなものである。「飯島伸子

の被害構造論の問題は、端的に言えば、住民を

被害者としてのみ把握していることである。水

俣病の発生がゴミの分別回収の徹底や無農薬農

産物の運動を生み出した水俣がよい事例になる

だろうが、公害や環境問題を抱えた地域は、え

てしてそれを逆に糧にして成長する場合があ

る。そうした反転がいかにして可能なのかにつ

いて、被害構造論は何ら答えるものではない。
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被害者をネガティブなイメージでとらえるの

で、たとえば、住民や市民による運動の発生と

その性格が、被害の広がりの範域や被害の深刻

さの程度とどのように関連するのかといった、

主体的で積極的な被害者の姿をとらえきれな

い」（早川 2004：111）。リスク回避と新たな生

活像の模索は、被害と生活再建の考え方を多元

化する論点である。次の研究のステップでは、

リスク回避と新たな生活像との関連を明らかに

することが課題となる。

６．遠方個別避難から提起される都市社会学

のテーマ

　最後に、遠方個別避難の研究が都市社会学と

どのように交差するのか、都市社会学としてど

のようなテーマが発生するのかについてまとめ

ておく。

　都市社会学において地域移動や異質性は重要

な研究テーマであった。古典的には都市を人口

の量・密度・異質性で定義し、都市化の具体的

な現れとして地域移動を考えていたからであ

る。異質性への注目は、日本ではそれほど大き

くなかったかもしれないが、たとえば郊外化が

進行した時期の混住地域の研究には重要な視点

となっている。現在のグローバル化が進行する

社会では、都市地域ほど域外文化にさらされる

ので、異質性という用語よりも多文化共生とい

う用語の方がよく使われる。多文化共生は異質

性の概念を含んだ用語である。一方の地域移動

の研究では、移動者の意識やアイデンティティ

への影響、社会関係や生活設計の変化、階層移

動との関係、移動者と地域社会との関係、移動

者がもたらす地域社会構造の変化など、多くの

テーマが提出されてきた。

避難という行動を災害や被災の要素を除い

て考えるわけにはいかないが、避難先地域での

避難者の生活再建を検討する際には、地域移動

に関する研究の枠組や成果が応用できると思わ

れる。避難行動は、災害・被災に端を発する地

域移動と見ることが可能である。地域移動と同

様に、避難行動の場合も、地域間を動くことに

よって生じる社会関係の変化や生活設計の変

化、動く者の意識やアイデンティティの変化な

どとともに、動く者と元の居住地および移動先

の地域との関係、これから向かうかもしれない

地域との関係が課題となってくる。遠方個別避

難における生活再建が、受け入れ先地域とどの

ような社会関係をつないで新たなコミュニティ

を形成するかという観点で研究されるとすれ

ば、移動研究から得るところは大きいはずであ

る。遠方個別避難を、被害構造論の視点だけで

はなく、地域移動の文脈で捉えることにより、

リスク回避→地域移動→新たな生活像の模索→

異質性の受容→新たなコミュニティの形成とい

う過程が見えてくるのではないかと考える。

［注］

１） 本稿で言及するデータは筆者が行った次のインタ

ビュー調査・質問紙調査による。

①福岡県田川市・福岡市への避難者を対象とする質問

紙調査（世帯単位。配布数は両市で54、回収数23）。

2011年９月と2011年12月～2012年１月に実施。

②福岡県田川市・福岡市への避難者を対象とするイ

ンタビュー調査（個人単位。13人）。この調査の

対象者は上記①調査の回答者のうちインタビュー

調査に応じてくださった方である。2011年９月と

2011年12月～2012年１月に実施。

③福岡市、福津市、那珂川町への避難者を対象とす

るインタビュー調査（個人単位。５人）。2013年３
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月に実施。

④宮崎県綾町と宮崎市への避難者と支援者団体、交

流会参加者に対するインタビュー調査（グループ

インタビュー、個別インタビュー。15人）。2014年

３月に実施。

⑤福岡市内で行われた九州地区の支援者団体および

支援者（８団体と３人）の交流会における情報交換。

2014年８月。

　　福岡県での2011年～2012年の調査結果については

田代（2013）で、宮崎県における調査結果について

は田代（2014）で報告した。

２） 調査①、②、③、④に基づき、要約して記述する。

なお、「保養」や帰還、避難先の移動については、福

島県庁生活環境部避難者支援課における聞き取り

（2014年６月）でも、そのようなケースがあることを

確認した。

３） この３点は調査④、⑤に基づき、参加者やインタ

ビュー対象者の発言を筆者がまとめたものである。

４） 山下（2013）は、「生活内避難」を避難の４パター

ンの一つとして挙げている。福島県内外の比較的放

射線量が高い地域に留まって不安な暮らしを強いら

れているケースだとされる。

５） 調査③の対象者の一人がこのケースであった。

６） 以下は、調査②、③、④での対象者の発言を短く

まとめたものである。

７）藤川（2012）は、福島県内においても避難が個人

の選択の結果として受け止められる傾向があると指

摘している。

８） 原子力発電所が立地している地域では、「原子力施

設においては、公害に関する認識が存在した後、反

対運動にもかかわらず立地が進められたため、問題

やリスクを知りつつ、認めない状況がつくられてき

た」。ここから、「それ自体が被害の一面でありながら

被害の潜在化を招くことによって加害の一因にもな

る地域の状態を、その背後にあるより大きな加害構

造とともに、どう析出するか」が課題だと指摘され

ている（藤川 2012：47-48）。

９） 「うみがめのたまご」メンバーのなかに “新しい生

活像” の模索が実際にどのように表れているかについ

ては田代（2014）で記述している。
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